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研究成果の概要（和文）：危険運転（危険運転致傷罪や飲酒運転罪等を構成する危険な運転）については、犯罪
とされる範囲が拡張され、刑罰も引き上げられた。しかし、その後も危険運転は発生しており、（懲役刑、罰金
刑以外の）より効果的な刑罰の構想が求められる。そこで、危険運転に至る心理的、生理的側面に着目し、危険
運転という犯罪の原因を再検討した。そして、犯罪原因を除去する動機付けが可能な様々な制裁を、刑罰論のみ
ならず、法と経済学、社会学の知見も動員して想定し、これを刑罰として整理できるかを検討した。

研究成果の概要（英文）：Dangerous driving is an objective constituent element of the offences such 
as drunken driving. Recently, the offence of causing death or injury by dangerous driving has been 
made to tackle against the dangerous driving more severely. As such, the application scope of the 
offence is wide and its criminal sanction is so harsh. However, even after its enactment, cases of 
dangerous driving that resulted in death or serious injury of the pedestrians were reported. It 
indicates that more effective sanctions to curve dangerous driving is needed.
With this idea in mind, this study tried to confirm the hidden causes to dangerous driving not only 
from the criminal law perspective but also from the related sciences such as psychology, sociology 
and medicine. After this survey, this study submitted the tentative idea of new effective criminal 
sanctions against dangerous driving. 

研究分野： 刑法、法と経済学、法哲学、法社会学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 飲酒運転、スピード違反運転等の危険運転
については、これを抑止するために法改正が
なされた。しかし、その後も、悪質な危険運
転が多発している。これは、危険運転を最適
に抑止するには、法改正だけに頼るのではな
く、危険運転に至る心理的状態、社会背景、
危険運転をした者に対する制裁の質と量を
再検討する必要があることを示していると
思われた。 
 
２．研究の目的 
危険運転は、飲酒運転罪や、スピード違反

罪等の交通犯罪を成立させる（それらの客観
的構成要素となる）運転態様である。そこで、
交通犯罪全般の件数を減少させる観点から、
危険運転を効果的に減少させる施策が求め
られる。そうした施策として、従前は、飲酒
運転罪等の摘発の積極化がなされてきた。し
かし、飲酒運転により他の車両等に衝突し、
当該車両の乗員等を死傷させた事故が多発
するに至り、危険運転致死傷罪という新たな
犯罪類型が制定された。危険運転致死傷罪は、
文字通り、危険運転に起因して人を死傷させ
た場合に、基本犯（故意犯である危険運転）
から加重結果（人の死傷に係る過失犯）が生
じた点に着目して、重く処罰する犯罪類型で
ある。 
 危険運転致死傷罪の制定と施行により、し
ばらくの間は、危険運転の検挙件数も減少し
た。しかし、その後、再び、悪質な危険運転
の摘発が増加するに転じ、危険運転致死傷罪
の法定刑の引き上げ、その構成要件の修正
（処罰範囲の拡大）がなされた。こうした立
法とその施行の経過を踏まえると、危険運転
を、より効果的に抑止する対策が、刑事法（刑
事立法とその施行）の枠組みを超えて、より
科学的な手法を用いて検討することが要請
されている。危険運転、例えば、飲酒運転や
速度超過運転は、誰もが違法行為と認識して
いるのに、自動車運転が一般化した今日では、
運転者の置かれている状況や運転者の物理
的（ないし医学的）、精神的（ないし心理的）
状態によっては、なお、容易に、犯してしま
いがちな犯罪類型だといわざるを得ない。そ
こで、そうした同罪の構造に着目した対処法
（危険運転の最適な抑止法）が検討されなけ
ればならないのである。 
 本研究は、この観点から、危険運転に至る
生理的ないし医学的側面、及び心理的側面を
も重視し、危険運転という犯罪の原因を再検
討した。そして、犯罪原因を除去する動機付
けが可能な不利益処分（disincentive）を、
刑罰論のみならず、法と経済学、法社会学、
法と心理学の知見も踏まえて構想し、そうし
た不利益処分を刑罰として整理できるかを
検討した。新たな刑罰の選択肢を検討する際
には、それが刑事裁判の過程で実際に利用可
能かという観点（法と心理学の観点）からも
検討を加えた。 

３．研究の方法 
危険運転に対する運転者最適な抑止策を多
角的に研究するため、刑法学に加えて、隣接
諸科学の知見を動員した。即ち、危険運転に
至る生理的ないし医学的側面を、法医学、法
と心理学の知見を動員して分析した。また、
危険運転に至る社会的背景が危険運転の具
体化に及ぼしうる影響について、法と経済学
と法社会学の知見を動員して分析した。危険
運転に至った背景と、行為者に対する効果的
な制裁が選択されているかについては、刑事
訴訟法と刑法（刑罰論）の観点から検討を加
えた。 
 
４．研究成果 
 (1)危険運転に至る原因の確定 
危険運転に至る原因として、以下の事項が

確認された。 
 第 1 は、（運転しようとする者における）
過労（fatigue）である。これは、他の交通
犯罪（過失犯等）の客観的構成要素ないし、
それら犯罪を誘因する要素ともなりうるが、
例えば、過労のために、制限速度を超えた運
転に対する警戒感が薄まることがあること
（心理的抵抗感が減少するが、その主たる原
因は、身体的、物理的状況であること）が、
改めて科学的見地から確認された。 
 第 2は、飲酒である。飲酒が、運転に必要
な能力を一定期間、低下させ、危険運転を誘
発することは、従来から知られている。運転
免許を取得する際にも、この点が強調されて
おり（飲酒運転への警告）、本来、免許保有
者は飲酒運転などしないはずである。それで
は、何故、罰則の強化後も、飲酒運転が続発
するのか。 
 その理由を刑事法隣接諸科学の手法を踏
まえて検討した結果、以下の点が原因として
考えられた。 
 第 1 は、環境的要因（circumstantial 
elements）である。職場や家庭の環境、さら
には地方の伝統ないし文化から、飲酒一般に
抵抗ないし違和感が小さく、自動車を運転す
る前にも飲酒を防止できない悪習が残って
いる領域は、残念ながら日本では、未だに見
いだされた。これを解消するには、飲酒運転
に対する心理学的対処法を社会的規模で実
施することが求められる。 
 以上の知見は、本研究中に、北海道で、飲
酒に起因する危険運転致死罪の事案が続発
し、事故が生じた地域（北海道小樽市、旭川
市、その近郊等の札幌市等）の現地調査をし
て得られた事実からも、推測されたところで
ある。 
 第 2 は、医学的要因（medical element）
である。これは、第1の原因とも関係するが、
アルコール依存症ないしこれに準ずる体調
である者との関係では、飲酒運転に係る危険
運転致死罪の適用を厳しくしても（即ち、彼
らの検挙率を高め、有罪判決により、一般的
にみて十分に過酷な刑罰を科しても）、飲酒



運転という危険運転を合理的に予防するこ
とには限界があることが、確認された。彼ら
との関係では、刑罰よりも医学的、心理学的、
ないし教育的対処（ないし対応）が必要であ
り、その前提として、改めて、飲酒が運転に
必要な能力を損なう点を認識させる（この点
に係る再教育を行うこと）必要がある。 
この必要性は、飲酒運転に起因する危険運

転致死罪の捜査や公判の過程の検証（法と心
理学の手法を用いた検討）を通じても、再確
認された。平均的な運転免許保持者であれば、
飲酒運転の危険性は十分に認知しているは
ずである。しかし、（上述した、北海道で多
発した危険運転致死罪等）社会的な耳目を集
めた危険運転致死罪の捜査、公判過程では、
被告人らは、飲酒運転の危険性につき科学的、
客観的な知見が欠落していることが、多々、
認められた。 
こうした状況を改善するには、アルコール

依存性の除去という医学的措置、飲酒運転の
恐ろしさを客観的に伝達するための法教育、
アルコール依存性を示す者が危険運転致死
罪の被告人となった場合には、起訴に係る運
転をした時点での認識等を正確に公判廷に
顕出し、彼らにとって適切な処遇（刑罰か治
療か）を選択可能にすること（法と心理学の
適用、その前提として、正確に記憶を顕出し
ても、重罰が予定されているだけではなく医
学的措置もありうることを通知すること、刑
罰と治療的措置の選択を、科学的に予見され
る再犯防止可能性を踏まえて行うという、法
と経済学の観点からの対応）が必要である。 
 
(2)危険運転をより良く抑止するための対策 
 危険運転の原因論の分析（上記（1））を踏
まえ、本研究では、続けて、原因を除去する
ための対策を多角的に検討した。そして、以
下の結論に至った。 
 第 1に、職場や家庭において、飲酒や過労
が運転に与える危険性を、更に周知させる必
要がある。その実践は、地域ないし社会単位
でなされることが望ましい。例えば、地域で
活動されている交通ボランティアの方々に、
改めて、この問題点を確認してもらうことが、
有益である。本研究の成果の一部は、交通ボ
ランティアの会合等において示されたが、今
後とも、交通ボランティアの方々との共同作
業（飲酒や過労の危険性を説明し、その防止
を社会的規模で実施すること）ができないか、
検討中である。 
 第 2に、飲酒運転や過労運転を防止するた
めに、医学的、心理学的知見に基づく不利益
処分を創設することが提案される。 
 例えば、飲酒運転をした者には、フランス
や北欧、米国の一部の州で実施されているア
ルコール・インターロック（alcohol ignition 
interlock）の設置を義務づけるという対応
（運転開始前に、所定の体内アルコール濃度
以下であることが確認されなければ、運転が
開始できないような制度を設けること）が、

考えられる。 
過労運転を防止するには、運転をしようと

する者に、運転開始前に、車内に設置された
モニターを通じて、その体調を遠隔にいる管
理者により確認させ、あるいは、自ら、血圧
等を測定して管理者に通告し、それら結果が
所定の基準を満たす場合にのみ、運転開始を
許可するものとすること（そうした器機の設
置を対象者の負担により義務づける）が、考
えられる。 
 インターロック等器機による身体検査の
結果に違反する運転、あるいは、体調確認の
報告義務に違反する運転は、重大な交通阻害
が予想される危険運転であるから、それら違
反に対しては刑罰を科すことが考えられる。 
その際に用いられる刑罰は、当面は、罰金

刑等の既存の刑種である。しかし、危険運転
の予備的行為を処罰する類型においては、罰
金刑だけを活用するのは過剰であり、意に反
した運転不能状態の継続を、新たな刑罰とし
て構成すること（典型的には、インターロッ
クにより、運転が開始できない状態を甘受さ
せることを、刑罰として評価すること）も、
検討されるべきである。 
 危険運転は、日常的に生じ得るが、人身被
害等、甚大な結果を惹起しうるものであるの
で、このような、処罰時期の繰り上げと共に、
従来よりも緩和された不利益性の甘受を、刑
罰として構成することも、真剣に検討される
べきである。 
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